
部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
中
央

実
行
委
員
会
の
二
〇
一
一
年
度
第
一
次
中

央
集
会
が
十
一
月
三
十
日
（
水
）
午
後
一

時
か
ら
参
議
院
議
員
会
館
一
階
講
堂
で
開

催
さ
れ
、
全
国
各
地
か
ら
行
政
職
員
、
運

動
団
体
関
係
者
な
ど
六
百
人
が
参
加
し
ま

し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
、
衆
参
国
会
議
員

へ
の
要
請
行
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

集
会
で
は
、
組
坂
繁
之
中
央
実
行
委
員

会
副
会
長
の
開
会
あ
い
さ
つ
、
大
谷
暢
顕

（
真
宗
大
谷
派
門
主
）
中
央
実
行
委
員
会

会
長
あ
い
さ
つ
（
代
読
）
で
は
、「
人
権
侵

害
救
済
法
」
は
来
年
一
月
の
通
常
国
会
に

提
出
予
定
で
あ
り
、
成
立
す
れ
ば
よ
う
や

く
ア
ジ
ア
の
人
権
大
国
と
し
て
条
件
が
整

う
。
五
年
間
の
取
り
組
み
の
後
、
人
権
救

済
機
関
等
に
お
け
る
問
題
点
は
抜
本
的
に

改
正
し
、
年
間
二
十
五
万
件
に
及
ぶ
人
権

相
談
に
的
確
に
対
応
で
き
る
組
織
、
内
容

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

来
賓
あ
い
さ
つ
で
も
、
民
主
党
、
自
民

党
、
公
明
党
、
社
会
民
主
党
の
代
表
者
か

ら
人
権
侵
害
救
済
法
の
成
立
に
向
け
機
は

熟
し
た
、
法
制
定
に
全
力
で
が
ん
ば
り
た

い
と
い
う
決
意
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た

松
岡
と
お
る
中
央
実
行
委
員
会
事
務
局

長
の
基
調
提
案
で
は
、
人
権
侵
害
救
済
法

の
制
定
を
求
め
て
以
来
十
年
が
経
過
し
、

戸
籍
の
不
正
取
得
事
件
や
忌
避
意
識
を
背

景
に
し
た
同
和
地
区
を
問
い
合
わ
せ
る
事

件
な
ど
、
被
差
別
当
事
者
の
い
な
い
と
こ

ろ
で
差
別
が
発
生
し
成
立
し
て
い
る
。
ま

た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
差
別
街
宣
な
ど

現
在
で
は
、
法
律
の
未
整
備
や
制
度
が
な

い
こ
と
を
逆
手
に
取
っ
た
確
信
犯
的
差
別

事
件
も
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
中
、
人
権
侵
害
救
済
法
の
早
期
制
定

は
急
務
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
訴
え
ら
れ

ま
し
た
。（
４
ペ
ー
ジ
に
続
く
）
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て
、
行
政

の
条
例
情
報
等
を
悪
用
し
グ
ー
グ
ル
・
マ

ッ
プ
を
利
用
し
て
鳥
取
県
、
大
阪
府
、
滋

賀
県
の
被
差
別
部
落
の
地
図
が
掲
載
さ
れ
、

公
開
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
部
落

解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県
実
行

委
員
会
に
よ
る
法
務
省
へ
の
「
人
権
侵
害

救
済
法
」
の
早
期
制
定
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
に
お
け
る
差
別
・
人
権
侵
害
の
防
止

策
を
求
め
る
中
央
要
請
行
動
が
二
〇
一
一

年
十
月
十
三
日
（
木
）
に
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
当
日
の
行
動
に
は
、
鳥
取
県
実
行
委

員
会
会
長
・
石
田
耕
太
郎
（
倉
吉
市
長
）、

副
会
長
・
中
田
幸
雄
（
部
落
解
放
同
盟
鳥

取
県
連
合
会
委
員
長
）、
常
任
委
員
・
竹
内

敏
朗
（
江
府
町
長
）、
北
尾
慶
治
（
米
子
市

教
育
長
）、
西
山
淳
夫
（
八
頭
町
教
育
長
）、

野
際
章
人
（
鳥
取
市
人
権
推
進
課
課
長
補

佐
）、事
務
局
三
人
の
合
計
九
人
が
参
加
し

ま
し
た
。

午
前
中
、
湯
原
俊
二
衆
議
院
議
員
（
鳥
取

県
）、
川
上
義
博
参
議
院
議
員
（
鳥
取
県
）、

大
島
九
州
男
参
議
院
議
員
（
福
岡
県
）
も

同
席
し
、
国
会
内
で
民
主
党
陳
情
要
請
対

応
本
部
副
本
部
長

斉
藤
嘉
隆
副
本
部
長

（
参
議
院
議
員
・
愛
知
県
）
に
要
請
を
行

い
、
午
後
か
ら
法
務
省
へ
の
要
請
行
動
を

行
い
ま
し
た
。
法
務
省
で
は
、
法
務
省
大

臣
政
務
官
室
に
お
い
て
、
組
坂
繁
之
部
落

解
放
同
盟
中
央
本
部
委
員
長
（
中
央
実
行

委
員
会
副
会
長
）
も
同
席
し
、
谷

博
之

法
務
大
臣
政
務
官
（
参
議
院
議
員
・
栃
木

県
）
へ
石
田
会
長
か
ら
要
請
書
が
手
渡
さ

れ
、
合
わ
せ
て
鳥
取
県
内
で
集
約
し
た
団

体
署
名
１
６
６
団
体
、
個
人
署
名
１
５
，

３
９
６
人
分
を
提
出
し
ま
し
た
。



要
請
で
は
と
く
に
、
鳥
取
県
内
の
被
差

別
部
落
を
表
記
し
た
「
鳥
取
県
の
同
和
地

区
（
被
差
別
部
落
）」
と
い
う
題
名
で
グ
ー

グ
ル
（G

o
o
g
le

）
社
の
グ
ー
グ
ル
・
マ
ッ

プ
を
利
用
し
条
例
情
報
を
悪
用
・
加
工
し

て
作
成
し
た
も
の
が
つ
く
ら
れ
公
表
さ
れ

て
い
る
。（
他
に
も
全
部
で
十
六
種
類
の
地

図
が
公
開
）
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
で

は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
で
き
な
い
。

グ
ー
グ
ル
（G

o
o
g
le

）
社
と
法
務
局
へ
の

削
除
要
請
に
も
関
わ
ら
ず
、
放
置
さ
れ
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
。
差
別
が

現
存
す
る
な
か
で
は
、
差
別
に
利
用
さ
れ

る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
や
新
た

な
差
別
を
生
む
懸
念
を
表
明
し
、「
人
権
侵

害
救
済
法
」
の
早
急
な
制
定
を
求
め
ま
し

た
。こ
れ
に
た
い
し
て
谷
博
之
政
務
官
は
、

「
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
は
総
務
省
の

所
管
で
あ
る
の
で
、
連
携
を
と
っ
て
き
ち

っ
と
し
て
い
き
た
い
」

「
グ
ー
グ
ル
・
マ
ッ
プ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
我
々
も
認
識
し
て
お
り
削
除
を
求
め

て
い
き
た
い
」

「
政
務
三
役
の
中
で
役
割
分
担
が
あ
り
、

人
権
・
同
和
問
題
は
自
分
の
担
当
で
あ
る
。

人
権
侵
害
救
済
法
は
年
明
け
の
次
期
通
常

国
会
に
提
出
し
成
立
さ
せ
た
い
、
自
分
の

任
期
中
に
必
ず
実
現
し
た
い
」
と
答
え
ま

し
た
。
ま
た
、
組
坂
委
員
長
か
ら
も
、「
先

進
国
の
中
で
、
人
権
委
員
会
が
な
い
の
は

日
本
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
国
連
ら
か
ら
も
再

三
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
三
条
委
員
会

に
基
づ
く
独
立
し
た
人
権
委
員
会
を
つ
く

り
、
被
害
者
か
ら
の
申
し
立
て
に
よ
り
委

員
会
が
審
議
し
、
悪
質
な
差
別
に
つ
い
て

は
勧
告
で
き
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み
を
ま

ず
つ
く
る
こ
と
が
重
要
」
と
い
う
要
請
も

行
わ
れ
ま
し
た
。

十
一
月
九
日
か
ら
岐
阜
で
開
催
さ
れ
た
部

落
解
放
研
究
第
四
十
五
回
全
国
集
会
で
、

グ
ー
グ
ル
・
マ
ッ
プ
を
利
用
し
た
「
鳥
取

県
内
の
同
和
地
区
（
被
差
別
部
落
）」
を
作

成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い

る
本
人
（「
鳥
取
ル
ー
プ
」）
が
分
科
会
に

出
席
し
、
報
告
者
に
質
問
を
お
こ
な
い
ま

し
た
。
ま
た
、
そ
の
様
子
を
ブ
ロ
グ
や
電

子
本
と
し
て
発
行
す
る
な
ど
、
こ
の
地
図

が
差
別
に
つ
な
が
る
と
い
う
認
識
は
ま
っ

た
く
な
く
、
正
当
化
す
る
か
の
ご
と
き
内

容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。



（
１
ペ
ー
ジ
か
ら
の
続
き
）
本
年
八
月
二

日
に
当
時
の
江
田
五
月
法
務
大
臣
が
政
務

三
役
名
で
「
新
た
な
人
権
救
済
機
関
の
設

置
に
つ
い
て
」（
基
本
方
針
）
を
発
表
し
ま

し
た
。
そ
の
内
容
は
、
人
権
委
員
会
を
「
第

三
条
委
員
会
」
と
し
て
法
務
局
外
局
に
設

置
す
る
こ
と
を
柱
に
、
地
方
組
織
も
全
国

の
法
務
局
・
地
方
法
務
局
を
活
用
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
調
査
拒
否
等
に

対
す
る
過
料
制
裁
や
メ
デ
ィ
ア
規
制
条
項

な
ど
は
設
け
ず
、
制
度
発
足
後
五
年
後
に

実
績
を
ふ
ま
え
抜
本
的
修
正
を
行
う
と
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
十

月
に
は
、
十
三
日
に
部
落
解
放
・
人
権
政

策
確
立
要
求
鳥
取
県
実
行
委
員
会
（
会
長

石
田
倉
吉
市
長
）
が
谷
博
之
法
務
大
臣
政

務
官
へ
『「
人
権
侵
害
救
済
法
」
の
早
期
制

定定
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
差

別
・
人
権
侵
害
の
防
止
策
を
求
め
る
要
請

行
動
』、
翌
十
四
日
に
は
、
部
落
解
放
中
央

共
闘
会
議
が
平
岡
法
務
大
臣
、
輿
石
民
主

党
幹
事
長
、
前
原
民
主
党
政
策
調
査
会
長

に
人
権
侵
害
救
済
法
早
期
制
定
の
要
請
行

動
が
あ
い
つ
い
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
平
岡
法
務
大
臣
、
谷
博
之

法
務
大
臣
政
務
官
も
新
た
な
人
権
救
済
機

関
の
設
置
を
柱
と
す
る
人
権
侵
害
救
済
法

案
を
次
期
通
常
国
会
で
提
出
し
成
立
さ
せ

る
よ
う
決
意
を
述
べ
て
い
ま
す
。
現
在
、

基
本
方
針
を
ふ
ま
え
て
、
来
年
一
月
か
ら

開
催
さ
れ
る
次
期
通
常
国
会
に
「
人
権
侵

害
救
済
法
案
」
を
提
出
で
き
る
よ
う
法
務

省
を
中
心
に
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
段

階
で
す
。

部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取

県
実
行
委
員
会
と
し
て
今
回
の
中
央
行
動

に
は
、
鳥
取
市
、
倉
吉
市
、
米
子
市
、
境

港
市
、
岩
美
町
、
八
頭
町
、
三
朝
町
、
湯

梨
浜
町
、
日
吉
津
村
、
大
山
町
、
南
部
町

の
町
長
、
教
育
長
な
ど
行
政
関
係
者
、
解

放
同
盟
鳥
取
県
連
関
係
者
な
ど
約
三
十
人

が
参
加
し
ま
し
た
。
集
会
終
了
後
、
東
・

中
・
西
に
別
れ
鳥
取
県
と
秋
田
県
選
出
の

国
会
議
員
（
衆
参
合
計
十
三
人
）
に
人
権

侵
害
救
済
法
制
定
に
向
け
て
、
法
の
必
要

性
と
差
別
の
現
実
を
し
っ
か
り
訴
え
法
制

定
に
向
け
て
の
理
解
と
協
力
を
強
く
求
め

る
要
請
行
動
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

パネリスト（予定者）


